
独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号 
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一部改正 平成１７年 ４月 １日 

一部改正 平成１７年１２月 １日 

一部改正 平成２１年 ３月１２日 
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（趣旨） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）が設置する高等専門

学校（以下「学校」という。）における授業料その他の費用に関しては，国立高等専門学

校の授業料その他の費用に関する省令（平成１６年文部科学省令第１７号）又は他の規

則に別段の定めのあるもののほか，この規則の定めるところによる。 

 

（授業料，入学料及び検定料の額） 

第２条 学校（専攻科を含む。）の授業料の年額，入学料及び検定料は，次の各号に定める

額とする。 

一 授業料２３４，６００円（商船に関する学科で，在学期間が６月の最終の学年にあ

っては，１１７，３００円，商船に関する専攻科で，在学期間が６月の学年にあっては，

１１７，３００円） 

二 入学料８４，６００円 

三 検定料１６，５００円 

２ 学校の専攻科に在学する者のうち，当該学校の定めるところにより，当該専攻科の修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを

認められた者に係る授業料の年額については，当該在学を認められた期間（以下「長期

在学期間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に

当該学校の専攻科の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在

学期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げる

ものとする。）とする。 

 

（授業料の徴収方法） 

第３条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，前期及び後期の二期に区分して

行なうものとし，それぞれの期において徴収する額は，年額の２分の１に相当する額と

する。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月，後期にあっては１０月に徴収するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，学生の申出があつたときは，前期に係る授業料を徴収す

るときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。 

４ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項及び第２項の規定

にかかわらず，入学を許可される者の申出があつたときは，入学を許可するときにその

一部又は全部を徴収することができる。 

 



（入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法） 

第４条 特別の事情により，入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期におい

て徴収する授業料の額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１０円未

満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）に入学した日の属する月から次

の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する月に徴収するものと

する。 

 

（復学等の場合における授業料の額及び徴収方法） 

第５条 前期又は後期の中途において復学，転学，編入学又は再入学（以下「復学等」と

いう。）をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は，授業料の年額の１２

分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げるもの

とする。）に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし，

復学等の日の属する月に徴収するものとする。 

 

（学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法） 

第６条 特別の事情により，学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料

の額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし，

当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期

の徴収の時期後であるときは，後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の

徴収の時期に徴収するものとする。 

 

（退学の場合における授業料の額） 

第７条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は，授業料の年額の２

分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げるもの

とする。）とする。 

 

（修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認めら

れた者に係る授業料及び徴収方法の特例） 

第８条 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は

課程を修了する場合に徴収する授業料の額は，同項の規定により定められた授業料の年

額の１２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上

げるものとする。）に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴収する

ものとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは，

後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の徴収の時期に徴収することがで

きるものとする。 

２ 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮するこ

とを認められる場合には，当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料

の年額に当該者が在学した期間の年数（その期間に１年に満たない端数があるときは，

これを切り上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た額から当該者が在学した期間（学

年の中途にあっては，当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業

料の総額を控除した額を，長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。た

だし，当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には，第２

条第１項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当

該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。 

 



（入学料の徴収方法） 

第９条 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。 

 

（検定料の徴収方法） 

第１０条 検定料は，入学，転学，編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するも

のとする。 

 

（寄宿料の額及び徴収方法） 

第１１条 機構の設置する寄宿舎の寄宿料は，居室一室当たりの収容定員が１人であるも

のにあっては月額８００円，その他のものにあっては月額７００円とする。 

２ 寄宿料は，寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月

の分を徴収するものとする。ただし，休業期間中の分は，休業期間前に徴収できるもの

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，学生の申し出又は承諾があったときは，当該年度内に徴収

する寄宿料の額の総額の範囲内で，その申し出又は承諾に係る額を，その際徴収するこ

とができるものとする。 

 

（授業料その他の費用の免除及び猶予） 

第１２条 校長は，次の各号のいずれかに該当する者の授業料その他の費用（以下「授業

料等」という）の全部若しくは一部を免除し，又はその徴収を猶予することができる。 

一 経済的理由によって納付が困難であると認められ，かつ，学業優秀と認められた者 

二 その他やむを得ない事情があると認められた者 

２ 授業料等の免除又は徴収の猶予の実施について必要な事項は，理事長が定める。 

 

（研究生等及び聴講生の授業料，入学料及び検定料の額） 

第１３条 学校における研究生，聴講生及び科目等履修生の授業料，入学料及び検定料の

額は，次の表のとおりとする。 

 

区分 授 業 料 入 学 料 検 定 料 

研究生 １月につき１２，７００円 ２５，１００円 ４，９００円 

聴講生及び 

科目等履修生 

１単位につき６，２００円 ８，４００円 ４，９００円 

                            

（特別の課程の受講料の額） 

第１３条の２ 学校における特別の課程（独立行政法人国立高等専門学校機構における特

別の課程に関する規則（機構規則第９５号）に定める課程をいう。以下同じ。）の受講料

は６２，９００円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，理事長が当該特別の課程の趣旨，目的及び内容等を勘案し，

受講料を徴収する必要がないと認めた場合は，受講料を徴収しないことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，別に定めるところにより，校長が当該特別の課程の受講

者の経済状況を勘案し，受講料を免除することができる。 

 

（公開講座講習料の額） 

第１４条 公開講座講習料の標準額は，別表のとおりとする。 



２ 前項の規定にかかわらず，小中学生を対象とする講座など校長が適当と認めるものに

ついては，その額を無償とすること又は減額することができるものとし，資格・技術等

の習得を主たる目的とするものについては，その額を増額又は減額することができるも

のとする。 

 

（授業料等の不徴収） 

第１５条 学校と大学，短期大学又は高等専門学校（国立高等専門学校を除く。以下「大

学等」という。）との間の単位互換協定等に基づき，単位互換の相手方となる大学等が授

業料等を不徴収とするときは，校長は，相手方の大学等の学生が当該学校の授業科目の

履修に当たり支払うべき授業料等を徴収しないことができる。 

２ 前項の規定は，外国の大学等との間の交流協定等に基づき学校が受け入れる外国人留

学生について準用する。 

 

（理事長の承認を要する費用の額及び徴収方法） 

第１６条 この規則に規定するもののほか，手数料その他学校における費用に関しては，

理事長の承認を得て，校長が定める。 

 

附 則（平成１６年４月１日 制定） 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 平成１１年３月３１日に在学する者及びその者が属することとなる年次に平成１１年

４月１日以降に転学，編入学又は再入学した者であって，当該学校を卒業するため必要

である教育課程の履修を，当該学校において行うこととなる者の授業料の額は，第２条

第１項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則（平成１７年４月１日 一部改正） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１７年１２月１日 一部改正） 

この規則は，平成１７年１２月１日から施行する。 

 

附 則（平成２１年３月１２日 一部改正） 

この規則は，平成２１年３月１２日から施行する。 

 

附 則（平成２１年９月２９日 一部改正） 

この規則は，平成２１年９月２９日から施行する。 

 

附 則（平成２４年４月１日一部改正） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年５月１９日一部改正） 

 この規則は，令和２年５月１９日から施行し、令和２年４月１日から適用する 

 

 



別表（第１４条関係） 

別表（第１４条関係）１講座当たり時間数公開講座講習料の標準額 

５時間以下 

５時間を超え１０時間以下 

１０時間を超え１５時間以下 

１５時間を超え２０時間以下 

２０時間を超え２５時間以下 

２５時間を超え３０時間以下 

３０時間を超え３５時間以下 

３５時間を超え４０時間以下 

４０時間を超え４５時間以下 

４５時間を超え５０時間以下 

５０時間を超え５５時間以下 

５５時間を超え６０時間以下 

６０時間を超え６５時間以下 

６５時間を超え７０時間以下 

７０時間を超え７５時間以下 

７５時間を超え８０時間以下 

８０時間を超え８５時間以下 

８５時間を超え９０時間以下 

９０時間を超え９５時間以下 

９５時間を超え１００時間以下 

１００時間を超え１０５時間以下 

１０５時間を超え１１０時間以下 

５，４００円 

６，４００円 

７，４００円 

８，４００円 

９，４００円 

１０，４００円 

１１，４００円 

１２，４００円 

１３，４００円 

１４，４００円 

１５，４００円 

１６，４００円 

１７，４００円 

１８，４００円 

１９，４００円 

２０，４００円 

２１，４００円 

２２，４００円 

２３，４００円 

２４，４００円 

２５，４００円 

２６，４００円 

 


